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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透かし可変情報が施されたシートを保持し周面へ巻き付けながら搬送する透過胴と、
　前記透過胴の周面に対向して設けられ前記透過胴により搬送される前記シートの透かし
可変情報の透過画像データを取得する透過画像入力部と、
　前記透過胴の下流側に対接して設けられ、前記シートを周面に巻き付けながら搬送する
圧胴と、
　前記圧胴により搬送される前記シートに対して、前記透かし可変情報に対応した印刷可
変情報を印刷する少なくとも一つの可変情報印刷部を有してなる印刷機において、
　前記透過画像入力部により読み取った前記透過画像データと、あらかじめ登録した印刷
可変情報を照合する可変情報照合部と、
　前記照合した結果に基づき印刷可変情報を前記可変情報印刷部へ送信する可変情報制御
部と、を備えていることを特徴とする印刷機。
【請求項２】
　前記可変情報印刷部が番号印刷器であることを特徴とする請求項１記載の印刷機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透かし可変情報が施されたシートの透かし可変情報の透過画像データを取得
し、透過画像データを基にシートに印刷可変情報を印刷することが可能な印刷機に関する
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ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有価証券等のシートには、偽造を防止あるいは抑止するために、反射光では視認
できず、透過光にて視認可能な「透かし」が施されている。一般的に透かしは、抄紙機上
で凹凸部が付与されたダンディーロールによって形成される。また、有価証券等の製造履
歴を確認するためにアルファベットや数字からなる記番号が施されている。これらの技術
は公知である。
【０００３】
　この有価証券等のシートに施された「透かし」の品質検査を行う装置として、透明なド
ラムを用いた材料検査装置が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、有価証券等のシートに対し、可視反射光による表裏印刷図柄の品質検査を行い、
良品にのみ記番号を付与する装置が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　さらに、有価証券等のシートに対し、特許文献１記載の透明ドラムを用い、透過光で検
査可能な「透かし」や、表の印刷図柄と裏の印刷図柄を透過光にて観察することにより一
つの画像として認識できる「表裏合成模様」の品質検査、可視、赤外、紫外の各波長領域
における反射光による印刷図柄の品質検査を行い、良品にのみ記番号を付与する装置が開
示されている（例えば、特許文献３、４、及び５参照）。
【０００６】
　前述したように一般的に透かしは、抄紙機上で凹凸部が付与されたダンディーロールに
よって形成されるため、透かし情報は同一図柄で形成させる。本出願人は、有価証券等の
シートに施される「透かし」について、可変制御可能な凹凸形状模様により記番号、製造
番号、及び個人識別情報を付与する技術を出願している。詳細には、平板又はロール表面
に形状記憶樹脂を積層した形状記憶樹脂積層板又はロールに多数個のドットマトリックス
状に配列した触針棒を加圧制御することにより、可変制御可能な識別情報に対応した凹凸
形状模様を付与する装置であって、３次元形状計測手段と、データベース記録手段と、デ
ータベース読込手段と、画像演算処理手段と、Ａ／Ｄ変換手段と、駆動制御手段と、凹凸
形状模様付与手段と、加熱冷却手段と、を備えている（例えば、特許文献６参照）。
【０００７】
　また、同一制御システムからなる装置による可変情報の付与として、「透かし」による
可変情報を付与するとともに、「透かし」の情報に対応した情報を印字する技術が開示さ
れている。（例えば、特許文献７参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２００５－５１３４３６号公報
【特許文献２】特許第４１８６０２８号公報
【特許文献３】特表２００３－５３２５６３号公報
【特許文献４】特表２００７－５０７０２３号公報
【特許文献５】特表２００７－５２３７６１号公報
【特許文献６】特開２００７－０５４９８９号公報
【特許文献７】特開２００３－２７６３７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特表２００５－５１３４３６号公報は、「透かし」等の透過光にて撮影
できる情報の検査を行うことが目的であり、「透かし」に対応した情報の付与はできない
という問題があった。
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【００１０】
　また、特許第４１８６０２８号公報、特開２００３－５３２５６３号公報、特表２００
７－５０７０２３号公報及び特表２００７－５２３７６１号公報は、前工程で付与された
「透かし」、可視領域における印刷図柄、赤外波長及び紫外波長の特定波長領域における
印刷図柄、磁気検査のうち、少なくとも一つの検査を行い、良品についてのみ記番号等の
印刷を行い、不良品については排除することが目的であるため、前工程で施された可変情
報に対応した情報の付与はできないという問題があった。
【００１１】
　さらに、特開２００７－０５４９８９号公報は、「透かし」による可変情報の付与部（
凹凸形状模様付与部）と連結あるいは分離した可変制御可能な装置において、「透かし」
による可変情報に対応した印刷可変情報を印刷するには、「透かし」による可変情報デー
タと印刷可変情報データの連携は必須であり、印刷機単独による「透かし」に対応した可
変情報の付与はできないという問題があった。「透かし」による可変情報データと印刷可
変情報データの連携については、同一施設内で製造する場合、専用回線を施設し、可変情
報に関するデータの送受信を行うが、一般的に銀行券を含む有価証券等の製造では、シー
トの製造と印刷はそれぞれ別の場所で行う場合が多く、その場合のデータ送受信方法は、
外部回線への接続やＤＶＤ等の電子記録媒体を活用することになるが、有価証券等の製造
はセキュリティを確保する必要があり、該連携方法ではセキュリティ性に問題があった。
なお、有価証券等に印刷される記番号等の印刷可変情報は、製品の性質上、誤って印刷さ
れてはならず、特開２００７－５４９８９号公報では、「透かし」に付与された可変情報
を撮影しているわけではなく、データの送受信により「透かし」に対応した可変情報の印
刷を行っているため、「透かし」による可変情報と印刷による可変情報との照合及び検査
を別に行う必要があった。
【００１２】
　また、特開２００３－２７６３７２号公報では、「透かし」による可変情報と「透かし
」に対応した印字情報を付与するには、同一の制御システムが必須であり、シートを一時
的に軟化しなければならない問題があった。
【００１３】
　本発明は、このような従来の問題を解決することを目的としたもので、透かし可変情報
が施されたシートの透かし可変情報の透過画像データを取得し、透過画像データを基にシ
ートに印刷可変情報を印刷することが可能な印刷機を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の印刷機は、透かし可変情報が施されたシートを保持し周面へ巻き付けながら搬
送する透過胴と、透過胴の周面に対向して設けられ透過胴により搬送されるシートの透か
し可変情報の透過画像データを取得する透過画像入力部と、透過胴の下流側に対接して設
けられ、シートを周面に巻き付けながら搬送する圧胴と、圧胴により搬送されるシートに
対して透かし可変情報に対応した印刷可変情報を印刷する少なくとも一つの可変情報印刷
部を有してなる印刷機において、透過画像入力部により読み取った透過画像データと、あ
らかじめ登録した印刷可変情報を照合する可変情報照合部と、照合した結果に基づき印刷
可変情報を可変情報印刷部へ送信する可変情報制御部と、を備えていることを特徴とする
。
【００１５】
　また、本発明の印刷機は、可変情報印刷部が番号印刷器であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明による可変情報に対応した印刷機は、印刷機単独で透かし可変情報に対応した印
刷可変情報を付与することが可能であり、透かし可変情報を付与する工程と印刷可変情報
を付与する印刷工程を連携する必要がなく、セキュリティ性が飛躍的に向上する。
【００１７】
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　また、本発明による可変情報に対応した印刷機は、有価証券等のシートに施された透か
し可変情報を読み取り、読み取った結果に対応した印刷可変情報を印刷することから、確
実に透かし可変情報に対応した印刷可変情報をシートに付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明による印刷機の概略図。
【図２】本発明により印刷される印刷物の一例を示す図。
【図３】本発明の印刷機に搭載される透過胴３及び透過画像入力部２の一例を示す図
【図４】本発明の印刷機により得られる印刷物の一例を示す図。
【図５】本発明の印刷機に印刷後の反射光検査を搭載した概略図。
【図６】本発明の印刷機に印刷後の透過光検査を搭載した概略図。
【図７】本発明の印刷機に印刷後の透過光検査を搭載した概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。しかしながら、本発
明は、以下に述べる実施するための形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲記載
における技術的思想の範囲内であれば、その他のいろいろな実施の形態が含まれる。
【００２０】
　図１に本発明の印刷機の概略図を示す。図１に示すように本発明の印刷機１は、給紙装
置により、透かし可変情報が施されたシート１８を１枚毎給紙する。透過胴３は、透かし
可変情報が施されたシート１８を保持し周面へ巻き付けながら搬送する。透過画像入力部
２は、透過胴３の周面に対向して設けられ、透過胴３により搬送される透かし可変情報が
施されたシート１８の透かしの記番号の透過画像データ６を取得する。渡し胴２９は、透
過胴３に対接して設けられ透過胴３から受け取った透かし可変情報が施されたシート１８
を周面に巻き付けながら搬送する。圧胴３０は、渡し胴２９に対接して設けられ渡し胴２
９から受け取った透かし可変情報が施されたシート１８を周面に巻き付けながら搬送する
。なお、図１では、渡し胴２９が配置されているが、本発明は渡し胴３０が配置されなく
てもよく、圧胴３０は、透過胴３に対接して設けられ透過胴３から受け取った透かし可変
情報が施されたシート１８を周面に巻き付けながら搬送する構成であってもよい。つまり
、圧胴３０は、透過胴３の下流側に対接して設けられ、可変情報が施されたシート１８を
周面に巻き付けながら搬送する。少なくとも一つの可変情報印刷部５は、圧胴３０により
搬送される透かし可変情報が施されたシート１８に対して、透かし可変情報に対応した印
刷可変情報を印刷する。例えば、可変情報印刷部５が凸版印刷方式の番号器の場合におい
て、後述する可変情報制御部８から受信した印刷可変情報に基づき、番号器の転換を行い
、透かし可変情報が施されたシート１８に、「透かし」に対応した印刷可変情報である記
番号を印刷する。透かし可変情報に対応した印刷可変情報については下記に記載する。可
変情報照合部７は、透過画像入力部２により入力された透過画像データ６と、あらかじめ
登録した印刷可変情報を照合する。可変情報制御部８では、照合結果に基づき印刷可変情
報を可変情報印刷部５へ送信する。
【００２１】
　本発明では、可変情報印刷部５について、銀行券及び有価証券に用いられる凸版印刷方
式の記番号の印刷を例示しているが、可変情報の付与が可能なインキジェットプリンター
、レーザーマーカ等を用いても構わない。また、可変情報印刷部５については、シートに
付与する印刷可変情報の数によって、ユニット数を任意に増加減することができる。図１
の印刷機１では、４つのユニットを用いてシートに印刷可変情報の印刷を行っているが、
シートに印刷する印刷可変情報の大きさによっては、２つのユニットによる印刷も可能で
ある。透かし可変情報及び印刷可変情報は、文字、数字、記号、図柄等、特に限定される
ものではないが、透かし可変情報が文字及び／又は数字から成る記番号、もしくは、バー
コードから成ることが好ましく、同様に印刷可変情報が文字及び／又は数字から成る記番
号、もしくは、バーコードから成ることが好ましい。透かし可変情報と印刷可変情報は、
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関連していれば特に限定されることなく、同一の情報又は異なった情報であってもよい。
【００２２】
　なお、模様印刷部４は、印刷可変情報以外の印刷も行うことができる。模様印刷部４で
印刷する情報は固定情報である。模様印刷部４は、凸版印刷、オフセット印刷、スクリー
ン印刷など、あらゆる印刷方式を選択することができる。銀行券や有価証券類では、印刷
方式を複数組み合わせることにより、より偽造されにくい印刷物を提供する必要がある。
そのため、本発明による印刷機１では可変情報印刷部と別に印刷ユニットを設けている。
【００２３】
　図２に示すように、透かし可変情報が施されたシート１８は、効率的な製造を行うため
、一般的な銀行券及び有価証券類のように、大判１面に対し、同様な図柄が表裏多面に印
刷されている。例えば、図２（ａ）は有価証券類が多面印刷（５列×８行）された様子を
示す。図２（ａ）は、５列×８行と記載されているが、特に限定されるものではない。図
２（ｂ）は、図２（ａ）の任意の１面を反射光にて観察したものを図示したものである。
図２（ｃ）は、図２（ａ）の任意の１面を透過光にて観察したものを図示したものである
。図２（ｂ）に示すように反射光下で観察した場合には透かし２７や透かしによる記番号
２５が観察できないが、図２（ｃ）に示すように透過光下で観察した場合には透かし２７
や透かしによる記番号２５が観察できる。
【００２４】
　透かし２７や透かしによる記番号２５の作製については、シートを製造する工程におい
て、ダンディーロール等により、シートに凹凸や繊維の粗密を付与する方法、レーザーに
より凹凸を付与する方法などがあるが、シートを透過光で観察したときに画像が顕在する
方法であれば、特に限定されるものではない。
【００２５】
　図３は、図２（ａ）に示す透かし可変情報が施されたシート１８の透かし２７や透かし
による記番号２５を撮影するための透過胴３及び透過画像入力部２の概略図を示す。透過
胴３の円筒２４は、強固でありその形状を保持できる材質であれば特に指定されるもので
はないが、金属製の胴がより好ましい。なお、透過胴３の回転速度は、透かし可変情報が
施されたシート１８の材質、撮影装置のシャッタースピード、照明装置の光量等によって
変動するが、生産性を考慮すると毎時３，０００枚から毎時１０，０００枚以上の回転数
が好ましい。
【００２６】
　透過画像入力部２は、可変情報が施されたシート１８の透過画像を検出することができ
れば特に限定されず、エリアセンサ、ラインセンサ、ＣＣＤエリアセンサカメラ、ＣＣＤ
ラインセンサカメラ、ＣＭＯＳカメラ等の検出機器類を使用することができる。
【００２７】
　また、透過画像入力部２の撮影に用いられる透過画像用照明装置２２の波長について、
撮影する目的に合わせて可視、紫外及び赤外のいずれかの波長を用いることができる。図
２（ｃ）に示す「透かし」を撮影する場合、可視領域又は赤外領域が好ましい。
【００２８】
　図３に示すように本発明における透過画像の撮影については、円筒２４の周囲に導光板
２３を巻き付け、導光板側面から透過画像用照明装置２２により任意の光源を照射し、透
過画像入力部２にて透過画像の撮影を行うものであり、特願２０１１－２８１３４８号を
利用した記載となっている。具体的には、第１の形態として、透過胴（検査胴）の円筒板
の表面の少なくとも一部にＬＥＤ照明装置が設けられたことを特徴とする。ＬＥＤ照明装
置は、透過胴（検査胴）の表面に凹部が形成され、凹部内にＬＥＤ照明装置が埋設されて
いることを特徴とする。凹部とＬＥＤ照明装置の隙間を充填剤で充填されていることを特
徴とする。ＬＥＤ照明装置の上部、かつ、透過胴（検査胴）の少なくとも一部に拡散板が
設けられていることを特徴とする。第２の形態として、透過胴（検査胴）の円筒板の表面
の少なくとも一部に導光板を有し、導光板にＬＥＤ照明装置が設けられたことを特徴とす
る。ＬＥＤ照明装置は、導光板の検査胴の回転方向に沿って配列又は検査胴の回転方向に



(6) JP 5971589 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

対して垂直方向に沿って配列されたことを特徴とする。導光板上の少なくとも一部に拡散
板が設けられたことを特徴とする。第３の形態として、透過胴（検査胴）の円筒板の表面
の少なくとも一部に導光板を有し、導光板の両側面に照明装置が設置されていることを特
徴とする。第４の形態として、透過胴（検査胴）の表面の少なくとも一部にエレクトロ・
ルミネッセンス照明シートが形成されたことを特徴とする。エレクトロ・ルミネッセンス
照明シート上の少なくとも一部に拡散板が設けられたことを特徴とする。ただし、印刷前
シートの透過画像が撮影できれば、特願２０１１－２８１３４８号に限定されるものでは
ない。
【００２９】
　また、図３に示すように、透過画像入力部２は、画像撮影に関するカメラが１台となっ
ているが、検出したい欠陥情報の大きさにより、画像解像度が変化する場合があるため、
そのときは、複数台のカメラを使用することも可能である。例えば、銀行券及び有価証券
類の撮影において、小切１面の大きさが８０ｍｍ×１７０ｍｍの場合、２０００画素程度
のＣＣＤラインカメラであれば、各列１台となり、４０００画素程度のＣＣＤラインカメ
ラであれば、２列で１台と配置することもできる。１画素が０．２ｍｍ２以下となるよう
に撮像することが、より好ましい。
【００３０】
　可変情報照合部７は、入力された透過画像データ６から、あらかじめ可変情報照合部７
に登録した印刷可変情報と照合を行い、透過画像データ６に対応した印刷可変情報を生成
する。あらかじめ登録する印刷可変情報は、本発明の印刷機により事前に撮影した透過画
像データ６と照合する方法、透過画像データ６をＯＣＲに変換して照合する方法など、透
過画像データ６に対応した印刷可変情報が生成することができれば特に限定されるもので
はない。
【００３１】
　なお、可変情報照合部７により、透過画像データ６と、あらかじめ登録した印刷可変情
報を照合した結果、事前に登録した印刷可変情報、例えば、記番号情報やＯＣＲから記番
号が生成できなかった場合、可変情報制御部８から印刷不可の指示を可変情報印刷部５に
送信のうえ、印刷を行わず図５乃至図７記載の印刷後不良シート２０に排出する。また、
可変情報印刷部５にて照合不良の結果が明確に印字できる字体、例えば記番号以外の字体
である「*」等を印字できる場合、可変情報照合部７により記番号が生成できないものに
ついては、可変情報制御部８から「*」等を印字する指令を可変情報印刷部５に送信のう
え、印刷を行い、印刷後不良シート２０もしくは印刷後良品シート１９に排出する。銀行
券を含む有価証券等の製造では、記番号印刷後の仕上げ工程において、不良品と識別でき
るマーキングを施された製品を排除する装置が設けられている場合、本発明の印刷機では
印刷後不良シートとして排出せず、不良品にのみマーキングを行うことで、同一シートの
周囲の良品が活用できることから、印刷後良品シートに排出を行い、後工程において、マ
ーキングされた不良品のみを排除する方法もある。本発明においては、後工程の状態に合
わせて、いずれの形態においても実施可能である。
【００３２】
　図４は、本発明による印刷機１において得られた印刷後良品シート１９の一例を示す図
である。図４（ａ）は、「透かし」による記番号２５と本発明の印刷機１で印刷された記
番号２６が同じ記番号として付与されている。図４（ｂ）は「透かし」による記番号２５
で得られた記番号情報に基づき、可変情報制御部８において加法演算処理を行い、印刷に
よる記番号２６を印刷したものである。また、図４（ｃ）では、「透かし」による記番号
２５で得られた記番号情報に基づき、可変情報制御部８において１６進数変換処理を行い
、印刷による記番号２６を印刷したものである。印刷による記番号２６については、演算
処理によって「透かし」による記番号２５に対応した記番号を付与することができるが、
図４（ａ）のように「透かし」による記番号２５と印刷による記番号２６が同じ記番号と
して付与されているほうが判別しやすいため、好ましい。
【００３３】
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　上記記載の印刷機１の変形例について、下記に示す。
【００３４】
（変形例１）
　図５は、図１の印刷機１において、透かしによる記番号２５に対応した印刷による記番
号２６を印刷したシートに対し、反射光を用いて印刷による記番号２６の検査を行うもの
である。印刷による記番号２６が印刷されたシートは、回転する搬送ドラム２８の周面へ
巻きつけながら搬送される。反射画像入力部９は、搬送ドラム２８の周面に対向し、かつ
、搬送ドラム２８の外周上に近接して配置され、搬送ドラム２８により搬送されるシート
の反射画像データ１１を取得する。透過画像データ６と反射画像データ１１の照合部１２
は、反射画像入力部９により入力された反射画像データ１１と透過画像入力部２により入
力された透過画像データ６を照合する。判定結果外部出力部１３は、反射画像データ１１
と透過画像データ６の照合部１２の照合結果に基づき、良品のものについては、印刷後良
品シート１９に積載し、不良のものについては、印刷後不良シート２０に排出する。
【００３５】
　反射画像入力部９の撮影に用いられる反射画像用照明装置１０の波長について、撮影す
る目的に合わせて可視、紫外及び赤外のいずれかの波長を用いることができる。例えば、
印刷による記番号２６を赤外領域で観察できるインキにて印刷し、その他の有価証券類に
施された模様は赤外領域で観察できない場合、反射画像用照明装置１０の波長を赤外領域
とすることで、印刷による記番号２６のみを観察することができ、容易に印刷による記番
号２６の画像を抽出することが可能となる。
【００３６】
　また、反射画像データ１１と透過画像データ６の記番号照合と合わせて、可視、赤外又
は紫外の各波長における印刷物の検査を行うこともできる。印刷物の検査については、あ
らかじめ撮影された基準となる画像に対し、撮影した被検査画像を比較検査する方法など
、公知の検査技術を活用することができる。
【００３７】
　マーキング装置２１は、印刷後不良シートに対し、不良品と明確に識別できるマークを
付与することができる。付与方法については、インクジェットプリンター、レーザーマー
カ、マーキングコロ等があり、シート搬送中に印字できるものであれば特に限定されるも
のではない。
【００３８】
　また、マーキング装置２１は、良品に対し、連続した管理番号の付与を行うとともに、
不良品のときは、管理番号の付与とともに、不良を明確に識別できるマークを付与するこ
ともできる。
【００３９】
　実施の形態１では、反射画像入力部９が一つとして記載されているが、複数の波長によ
る検査が必要な場合、必要に応じて各波長に対応した反射画像入力部９及び反射画像用照
明装置１０を搭載することも可能である。
【００４０】
（変形例２）
　図６は、図１の印刷機１において、透かしによる記番号２５に対応した印刷による記番
号２６を印刷したシートに対し、透過光を用いて印刷による記番号２６の検査を行うもの
である。印刷による記番号２６が印刷されたシートは、回転する第２透過胴１５の周面へ
巻きつけながら搬送される。第２透過画像入力部１４は、第２透過胴１５の周面に対向し
、かつ、搬送ドラムの外周上に近接して配置され、第２透過胴１５により搬送されるシー
トの第２透過画像データ１６を取得する。透過画像データ６と第２透過画像データ１６の
照合部１７は、第２透過画像入力部１４により入力された第２透過画像データ１６と透過
画像入力部２により入力された透過画像データ６を照合する。判定結果外部出力部１３は
、第２透過画像データ１６と透過画像データ６の照合部１７の照合結果に基づき、良品の
ものについては、印刷後良品シート１９に積載し、不良のものについては、印刷後不良シ
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【００４１】
　第２透過胴１５、第２透過画像入力部１４など、第２透過画像の撮影に関する装置は、
図３に記載の透過胴を用いることもできるが、透過画像が入力できるものであれば、特に
限定されるものではない。
【００４２】
（変形例３）
　図７は、変形例２において、第２透過画像データ１６により、印刷による記番号２６と
透かしによる記番号２７の照合を行うものである。実施の形態２及び実施の形態３は印刷
による記番号２６と透かしによる記番号２７の照合が異なり、変形例２は透過画像データ
６と第２透過画像データ１６を照合部１７にて照合するものであるが、変形例３は第２透
過画像データ１６のみを用いて、印刷による記番号２６と透かしによる記番号２７の照合
を行うものである。いずれの照合においても図４に記載のシートを得ることができる。
【符号の説明】
【００４３】
１　印刷機
２　透過画像入力部
３　透過胴３
４　模様印刷部
５　可変情報印刷部
６　透過画像データ
７　可変情報照合部
８　可変情報制御部
９　反射画像入力部
１０　反射画像用照明装置
１１　反射画像データ
１２　透過画像データと反射画像データの照合部
１３　判定結果外部出力部
１４　第２透過画像入力部
１５　第２透過胴
１６　第２透過画像データ
１７　透過画像データと第２透過画像データの照合部
１８　透かし可変情報が施されたシート
１９　印刷後良品シート
２０　印刷後不良シート
２１　マーキング装置
２２　透過画像用照明装置
２３　導光板
２４　円筒
２５　透かしによる記番号
２６　印刷による記番号
２７　透かし
２８　搬送ドラム
２９　渡し胴
３０　圧胴
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